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自
動
交
付
機
に
よ
る
住
民
票
の
写
し
、

　
印
鑑
登
録
証
明
書
の
請
求
に
つ
い
て

　
自
動
交
付
機
に
よ
る
住
民
票
の
写
し
、

　
印
鑑
登
録
証
明
書
の
請
求
に
つ
い
て

　

本
庁
、
湯
津
上
支
所
、
黒
羽
支
所
、
両

郷
出
張
所
・
須
賀
川
出
張
所
そ
れ
ぞ
れ
の

窓
口
に
お
け
る
、
住
民
票
の
写
し
や
印
鑑

登
録
証
明
書
、
戸
籍
謄
本(

抄
本)

な
ど
交

付
の
請
求
手
続
き
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

特
に
、
平
成
20
年
５
月
の
関
係
法
令
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
本
人
確
認
の
た
め
運

転
免
許
証
な
ど
の
提
示
を
お
願
い
し
て
い

ま
す
。
関
係
書
類
を
ご
持
参
の
上
、
ご
請

求
く
だ
さ
い
。

※

本
人
確
認
書
類
と
は

　

官
公
庁
が
発
行
し
た
顔
写
真
付
き
の
も

　

の(

運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
・
住

　

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
・
市
民
証
な
ど)

　

の
い
ず
れ
か
１
点
。
ま
た
は
健
康
保
険

　

証
・
診
察
券
・
通
帳
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ

　

ー
ド
な
ど
の
中
か
ら
２
点
を
お
持
ち
く

　

だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

ご
本
人
と
同
一
世
帯(※

１)

の
方
が
請

　

求
で
き
ま
す
。
窓
口
に
来
る
方
の
本
人

　

確
認
書
類
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
代
理
人
の
方(

本
人
、
同
一
世

　

帯
の
方
を
除
く)

が
来
る
場
合
は
窓
口

　

に
来
る
方
の
本
人
確
認
書
類
と
印
鑑
お

　

よ
び
委
任
状(

委
任
者
お
よ
び
代
理
人

　

の
住
所
・
氏
名
・
委
任
内
容
な
ど
を
委

　

任
者
自
身
が
記
入
し
、
押
印
し
た
も
の)

　

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

(※

１)

同
じ
住
居
に
住
ん
で
い
て
も
世
帯

　

を
分
け
て
住
民
登
録
を
し
て
い
る
世
帯

　

は
別
世
帯
と
な
り
ま
す
。

○
住
民
票
の
写
し(

住
民
票
謄
本
、
抄
本)

　
　

１
通　

２
０
０
円

　

印
鑑
登
録
証
明
書
の
請
求
に
は
、
印
鑑

　

登
録
証(

カ
ー
ド)

と
本
人
確
認
書
類
が

　

必
要
で
す
。

　

ご
本
人
で
あ
っ
て
も
印
鑑
登
録
証(

カ
ー

　

ド)

の
提
示
が
な
い
場
合
は
発
行
で
き

　

ま
せ
ん
。
代
理
人
の
方
が
来
る
場
合
は

　

委
任
者
の
印
鑑
登
録
証(

カ
ー
ド)

を
預

　

か
り
窓
口
に
来
る
方
の
本
人
確
認
書
類

　

お
よ
び
印
鑑
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
こ
の
場
合
は
印
鑑
登
録
証(

カ
ー

　

ド)

を
預
か
る
こ
と
で
委
任
さ
れ
た
と

　

み
な
し
ま
す
の
で
、
委
任
状
は
必
要
あ

　

り
ま
せ
ん
が
、
申
請
書
に
委
任
し
た
方

　

の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
を
記
入
し

　

て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
印
鑑
登
録
証
明
書

　
　

１
通　

２
０
０
円　

　

暗
証
番
号
を
登
録
し
て
あ
る
印
鑑
登
録

　

証(

カ
ー
ド)

を
お
持
ち
の
方
は
、
自
動

　

交
付
機
で
世
帯
全
員
や
個
人
の
住
民
票

　

の
写
し
お
よ
び
印
鑑
登
録
証
明
書
を
請

　

求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
申
請
書
の

　

記
入
や
待
ち
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

　

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

戸
籍
謄
本
（
抄
本
）
の
請
求
は
大
田
原
市

　

に
本
籍
の
あ
る
方
に
限
り
ま
す
。
請
求

　

の
際
は
本
籍
の
地
番
等
お
よ
び
筆
頭
者

　

の
記
入
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
あ
ら
か

　

じ
め
ご
確
認
の
上
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

　

請
求
で
き
る
方
は
本
人
、
直
系
親
族
、

　

配
偶
者
の
方
で
す
。
窓
口
に
来
る
方
の

　

本
人
確
認
書
類
と
印
鑑
を
お
持
ち
く
だ

　

さ
い
。
代
理
人
の
方(

本
人
、
直
系
親

　

族
、
配
偶
者
の
方
を
除
く)

が
来
る
場

　

合
は
窓
口
に
来
る
方
の
本
人
確
認
書
類

　

と
印
鑑
お
よ
び
委
任
状(

委
任
者
お
よ

　

び
代
理
人
の
住
所
・
氏
名
・
委
任
内
容

　

な
ど
を
委
任
者
自
身
が
記
入
し
、
押
印

　

し
た
も
の)

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

○
全
部
事
項
証
明(

戸
籍
謄
本)
　
　

１
通　

４
５
０
円

　

個
人
事
項
証
明(

戸
籍
抄
本)

　
　

１
通　

４
５
０
円

　

除
籍(

改
製
原
）
謄
本
、
抄
本

　
　

１
通　

７
５
０
円

〈
窓
口
業
務
時
間
〉

・
平
日(

水
曜
日
を
除
く)

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

・
水
曜
日(

祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く)

は

　

本
庁
の
み
午
後
７
時
ま
で
窓
口
延
長
業

　

務
を
行
っ
て
い
ま
す
。(

湯
津
上
支
所
、

　

黒
羽
支
所
、
両
郷
出
張
所
・
須
賀
川
出

　

張
所
で
は
延
長
業
務
は
行
っ
て
い
ま
せ

　

ん
。)

〈
自
動
交
付
機
の
設
置
場
所
・
稼
働
時
間
〉

○
東
別
館
内(

文
化
会
館
北
側)

・
平
日(

水
曜
日
を
除
く)

　
　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
６
時
30
分

・
水
曜
日(

祝
日
を
除
く)

　
　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時

・
土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日

　
　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

○
湯
津
上
支
所
・
黒
羽
支
所

・
平
日

　
　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
６
時
30
分

・
土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日

　
　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

※

年
末
年
始
の
窓
口
業
務
時
間
お
よ
び
自

　

動
交
付
機
の
稼
働
時
間
に
つ
い
て
は
、

　

本
紙
12
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※

ご
不
明
な
点
は
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ

　

せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

市
民
課
市
民
係

　
　
　

(

２
３)

８
７
５
２

市
民
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

市
民
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
住
民
票
の
写
し
の
請
求
に
つ
い
て

　
住
民
票
の
写
し
の
請
求
に
つ
い
て

　
印
鑑
登
録
証
明
書
の
請
求
に
つ
い
て

　
印
鑑
登
録
証
明
書
の
請
求
に
つ
い
て

　
戸
籍
謄
本(

抄
本)

の
請
求
に
つ
い
て

　
戸
籍
謄
本(

抄
本)

の
請
求
に
つ
い
て

自動交付機


